
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
七
十
一
号

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
及
び
基
準
該
当
通
所
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平

成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
二
号
）
及
び
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
入
所
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の

算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
三
号
）
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
障

害
児
の
数
の
基
準
、
従
業
者
の
員
数
の
基
準
及
び
営
業
時
間
の
時
間
数
並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
を
次
の
よ

う
に
定
め
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
障
害
児
の
数
の
基
準
、
従
業
者
の
員
数
の
基
準
及
び
営
業
時
間
の
時
間
数
並
び
に
所

定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

一

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
及
び
基
準
該
当
通
所
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（

平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
二
号
）
別
表
障
害
児
通
所
給
付
費
等
単
位
数
表
（
以
下
「
通
所
給
付
費

等
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
第
１
の
１
の
児
童
発
達
支
援
給
付
費
の
注
３
の

及
び
注
４
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

(１)

る
障
害
児
の
数
の
基
準
、
従
業
者
の
員
数
の
基
準
及
び
営
業
時
間
の
時
間
数
の
基
準
並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る

割
合

イ

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関



す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
五
号
。
以
下
「
指
定
通
所
基
準
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
児

童
発
達
支
援
に
係
る
基
準
該
当
通
所
支
援
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
の
五
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
通
所
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
行
う
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
以
下
「
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
障
害

児
の
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
を
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
障
害
児
の
数
の
基
準

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割

合

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
等
の
障
害
児
の
数
が

百
分
の
七
十

次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

(１)

(２)

過
去
三
月
間
の
障
害
児
の
数
の
平
均
値
が
、
次

(１)
の

又
は

に
掲
げ
る
利
用
定
員
（
指
定
児
童
発

(一)

(二)

達
支
援
事
業
所
の
場
合
に
あ
っ
て
は
指
定
通
所
基

準
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
に
定
め
ら

れ
て
い
る
利
用
定
員
を
、
基
準
該
当
児
童
発
達
支



援
事
業
所
の
場
合
に
あ
っ
て
は
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
施
設
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省

告
示
第
二
百
六
十
九
号
。
以
下
「
第
二
百
六
十
九

号
告
示
」
と
い
う
。
）
第
二
号
ロ

に
基
づ
く

(１)
(四)

利
用
定
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
利

用
定
員
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ

又
は

に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合

(一)

(二)

利
用
定
員
が
十
一
人
以
下

利
用
定
員
の
数

(一)
に
三
を
加
え
て
得
た
数
を
超
え
る
場
合

利
用
定
員
が
十
二
人
以
上

利
用
定
員
の
数

(二)
に
百
分
の
百
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え

る
場
合

一
日
の
障
害
児
の
数
が
、
次
の

又
は

に
掲

(２)

(一)

(二)

げ
る
利
用
定
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
(一)

は

に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合

(二)
利
用
定
員
が
五
十
人
以
下

利
用
定
員
の
数

(一)



に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え
る

場
合利

用
定
員
が
五
十
一
人
以
上

利
用
定
員
の

(二)
数
に
当
該
利
用
定
員
の
数
か
ら
五
十
を
控
除
し

た
数
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
に
二

十
五
を
加
え
た
数
を
加
え
て
得
た
数
を
超
え
る

場
合

ロ

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
等
の
従
業
者
の
員
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
員
数
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合

に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
従
業
者
の
員
数
の
基
準

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割

合

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
等
の
従
業
者
の
員
数

百
分
の
七
十

が
次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

(１)

(２)

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
児
童
発
達
支
援

(１)
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
）
の
場
合
に
あ
っ
て
は
指
定

通
所
基
準
の
規
定
に
よ
り
置
く
べ
き
指
導
員
若
し



く
は
保
育
士
又
は
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の

員
数
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
。
（
児
童
発
達
支

援
管
理
責
任
者
の
員
数
に
つ
い
て
は
、
指
定
通
所

基
準
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
適
用
し
な
い

場
合
も
含
む
。
）

基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
場
合
に
あ

(２)
っ
て
は
第
二
百
六
十
九
号
告
示
第
二
号
ロ

又

(１)
(一)

は

の
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
。

(二)

ハ

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
等
の
営
業
時
間
の
時
間
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
時
間
数
の
基
準
に
該
当
す

る
場
合
に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
営
業
時
間
の
時
間
数
の
基

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割

準

合

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
等
の
営
業
時
間
の
時

百
分
の
八
十

間
数
が
次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

(１)

(２)

合

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
場
合
に
あ
っ
て

(１)



は
指
定
通
所
基
準
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
運
営

規
程
に
定
め
ら
れ
て
い
る
営
業
時
間
が
四
時
間
を

満
た
し
て
い
な
い
こ
と
。

基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
場
合
に
あ

(２)
っ
て
は
第
二
百
六
十
九
号
告
示
第
二
号
ロ

に

(１)
(五)

基
づ
き
定
め
た
当
該
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事

業
所
の
営
業
時
間
が
四
時
間
を
満
た
し
て
い
な
い

こ
と
。

二

通
所
給
付
費
単
位
数
表
第
２
の
１
の
医
療
型
児
童
発
達
支
援
給
付
費
の
注
２
の

及
び
注
３
の
厚
生
労
働
大
臣
が

(１)

定
め
る
障
害
児
の
数
の
基
準
及
び
営
業
時
間
の
時
間
数
の
基
準
並
び
に
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

イ

指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
指
定
通
所
基
準
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
型
児
童
発

達
支
援
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
障
害
児
の
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に

つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
障
害
児
の
数
の
基
準

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割

合

指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
障
害
児
の

百
分
の
七
十



数
が
次
の

又
は

に
掲
げ
る
利
用
定
員
の
区
分
に

(１)

(２)

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
場
合
に
該
当

(一)

(二)

す
る
場
合

過
去
三
月
間
の
障
害
児
の
数
の
平
均
値
が
、
次

(１)
の

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

(一)

(二)

利
用
定
員
が
十
一
人
以
下

利
用
定
員
（
指

(一)
定
通
所
基
準
第
六
十
三
条
に
規
定
す
る
運
営
規

程
に
定
め
ら
れ
て
い
る
利
用
定
員
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
利
用
定
員
」
と
い
う
。

）
の
数
に
三
を
加
え
て
得
た
数
を
超
え
る
場
合

利
用
定
員
が
十
二
人
以
上

利
用
定
員
の
数

(二)
に
百
分
の
百
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え

る
場
合

一
日
の
障
害
児
の
数
が
、
次
の

又
は

の
い

(２)

(一)

(二)

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

利
用
定
員
が
五
十
人
以
下

利
用
定
員
の
数

(一)



に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え
る

場
合利

用
定
員
が
五
十
一
人
以
上

利
用
定
員
の

(二)
数
に
当
該
利
用
定
員
の
数
か
ら
五
十
を
控
除
し

た
数
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
に
二

十
五
を
加
え
た
数
を
加
え
て
得
た
数
を
超
え
る

場
合

ロ

指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
又
は
指
定
医
療
機
関
（
法
第
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機

関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
営
業
時
間
の
時
間
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
時
間
数
の
基
準
に
該
当
す
る
場

合
に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
営
業
時
間
の
時
間
数
の
基

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割

準

合

指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
又
は
指
定
医

百
分
の
八
十

療
機
関
の
営
業
時
間
の
時
間
数
が
次
の

又
は

の

(１)

(２)

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
場
合
に

(１)



あ
っ
て
は
指
定
通
所
基
準
第
六
十
三
条
に
規
定
す

る
運
営
規
程
に
定
め
ら
れ
て
い
る
営
業
時
間
が
四

時
間
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
。

指
定
医
療
機
関
の
場
合
に
あ
っ
て
は
指
定
医
療

(２)
型
児
童
発
達
支
援
を
行
う
の
に
要
す
る
１
日
当
た

り
の
標
準
的
な
時
間
数
が
四
時
間
を
満
た
し
て
い

な
い
こ
と
。

三

通
所
給
付
費
等
単
位
数
表
第
３
の
１
の
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
給
付
費
の
注
５
の

及
び
注
６
の
厚
生
労
働
大

(１)

臣
が
定
め
る
障
害
児
の
数
の
基
準
、
従
業
者
の
員
数
の
基
準
及
び
営
業
時
間
の
時
間
数
の
基
準
並
び
に
所
定
単
位
数

に
乗
じ
る
割
合

イ

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
指
定
通
所
基
準
第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
放
課
後
等
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
放
課
後
等
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
基
準
該
当
通
所
支
援
を
行
う
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
以
下
「
指
定
放
課
後
等
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
障
害
児
の
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合

に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
障
害
児
の
数
の
基
準

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割



合

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
の
障
害

百
分
の
七
十

児
の
数
が
次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

(１)

(２)

場
合

過
去
三
月
間
の
障
害
児
の
数
の
平
均
値
が
、
次

(１)
の

又
は

に
掲
げ
る
利
用
定
員
（
指
定
放
課
後

(一)

(二)

等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
場
合
に
あ
っ
て
は
指

定
通
所
基
準
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程

に
定
め
ら
れ
て
い
る
利
用
定
員
を
、
基
準
該
当
放

課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
場
合
に
あ
っ
て

は
第
二
百
六
十
九
号
告
示
第
八
号
ロ

に
基
づ

(１)
(四)

く
利
用
定
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

利
用
定
員
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合

(一)

(二)

利
用
定
員
が
十
一
人
以
下

利
用
定
員
の
数

(一)
に
三
を
加
え
て
得
た
数
を
超
え
る
場
合



利
用
定
員
が
十
二
人
以
上

利
用
定
員
の
数

(二)
に
百
分
の
百
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え

る
場
合

一
日
の
障
害
児
の
数
が
次
の

又
は

に
掲
げ

(２)

(一)

(二)

る
利
用
定
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

(一)

に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合

(二)

利
用
定
員
が
五
十
人
以
下

利
用
定
員
の
数

(一)
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え
る

場
合利

用
定
員
が
五
十
一
人
以
上

利
用
定
員
の

(二)
数
に
当
該
利
用
定
員
の
数
か
ら
五
十
を
控
除
し

た
数
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
に
二

十
五
を
加
え
た
数
を
加
え
て
得
た
数
を
超
え
る

場
合

ロ

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
の
従
業
者
の
員
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
員
数
の
基
準
に
該
当

す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。



厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
従
業
者
の
員
数
の
基
準

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割

合

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
の
従
業

百
分
の
七
十

者
の
員
数
が
次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

(１)

(２)

る
場
合指

定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
場
合

(１)
に
あ
っ
て
は
指
定
通
所
基
準
の
規
定
に
よ
り
置
く

べ
き
指
導
員
若
し
く
は
保
育
士
又
は
児
童
発
達
支

援
管
理
責
任
者
の
員
数
を
満
た
し
て
い
な
い
こ

と
。
（
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
の
員
数
に
つ

い
て
は
、
指
定
通
所
基
準
附
則
第
二
条
の
規
定
に

よ
り
、
適
用
し
な
い
場
合
も
含
む
。
）

基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の

(２)
場
合
に
あ
っ
て
は
第
二
百
六
十
九
号
告
示
第
八
号

ロ

又
は

の
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
こ

(１)
(一)

(二)

と
。



ハ

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
の
営
業
時
間
の
時
間
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
時
間
数
の
基
準

に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
営
業
時
間
の
時
間
数
の
基

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割

準

合

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
の
営
業

百
分
の
八
十

時
間
の
時
間
数
が
次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該

(１)

(２)

当
す
る
場
合

指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
場
合

(１)
に
あ
っ
て
は
指
定
通
所
基
準
第
七
十
一
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
指
定
通
所
基
準

第
六
十
三
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
に
定
め
ら
れ

て
い
る
営
業
時
間
が
四
時
間
を
満
た
し
て
い
な
い

こ
と
。
（
授
業
の
終
了
後
に
行
う
場
合
を
除
く
。

）
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の

(２)



場
合
に
あ
っ
て
は
第
二
百
六
十
九
号
告
示
第
八
号

ロ

に
基
づ
き
定
め
た
当
該
基
準
該
当
放
課
後

(１)
(五)

等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
営
業
時
間
が
四
時
間

を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
。
（
授
業
の
終
了
後
に

行
う
場
合
を
除
く
。
）

四

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
入
所
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働

省
告
示
第
百
二
十
三
号
）
別
表
障
害
児
入
所
給
付
費
単
位
数
表
第
１
の
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
給
付
費
の
注
２
の

又
は
第
２
の
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
給
付
費
の
注
２
の

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
障
害
児
の
数
の
基
準

(１)

(１)

及
び
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

指
定
障
害
児
入
所
施
設
（
法
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
入
所
施
設
を
い
う
。
）
の
障
害
児
の
数

が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
を
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
障
害
児
の
数
の
基
準

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割

合

指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
過
去
三
月
間
の
障
害
児

百
分
の
七
十

の
数
の
平
均
値
が
、
入
所
定
員
（
児
童
福
祉
法
に
基



づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省

令
第
十
六
号
）
第
三
十
条
（
第
五
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
運
営
規
程

に
定
め
ら
れ
て
い
る
入
所
定
員
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
入
所
定
員
」
と
い
う
。
）
の
数
に
百

分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え
る
場
合
又
は
次

の

若
し
く
は

に
掲
げ
る
入
所
定
員
の
区
分
に
応

(１)

(２)

じ
、
そ
れ
ぞ
れ

若
し
く
は

に
定
め
る
場
合
に
該

(１)

(２)

当
す
る
場
合

入
所
定
員
が
五
十
人
以
下

一
日
の
障
害
児
の

(１)
数
が
、
入
所
定
員
の
数
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て

得
た
数
を
超
え
る
場
合

入
所
定
員
が
五
十
一
人
以
上

一
日
の
障
害
児

(２)
の
数
が
、
入
所
定
員
の
数
に
当
該
入
所
定
員
の
数

か
ら
五
十
を
控
除
し
た
数
に
百
分
の
五
を
乗
じ
て



得
た
数
に
五
を
加
え
た
数
を
加
え
て
得
た
数
を
超

え
る
場
合


